
国道 298 号 市川市田尻高谷地区   

工事に伴い通行帯が変わります。 
 

 

 

 

 

 
 

平成２７年１１月１３日（金） 
国土交通省 関東地方整備局 

首都国道事務所 
 
 
 
 
 
 
 
 

首 都 国 道 事務 所 では 、 国 道 298 号 東 京 外 か く 環 状 道 路 （ 通 称 ： 外 か ん ）

の 千 葉 県 区 間 の 整備 を 行 っ てい ま す。  

外 か ん 工 事に 伴 い、市 川 市 田尻 高 谷地 区 の 通 行帯 を 変更 し ま す ので お 知

ら せ し ま す 。  

ご 通 行 の 皆様 に は、 ご 理 解 とご 協 力を お 願 い いた し ます 。  
 

●通行帯変更の日時 

平成 27年 11月 18日（水）11：00～ 

●場 所  

    千葉県市川市田尻５丁目～市川市高谷３丁目  

※田尻５北 1 交差点～高谷３交差点付近の区間  

    ●通行帯変更の内容 

       添付のイメージ図をご覧下さい。 

 
 

発表記者クラブ 

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、千葉県政記者会、市川市政記者クラブ 

 

問い合わせ先 
 

国土交通省 関東地方整備局 首都国道事務所 電話 ０４７－３６２－４１１１（代） 

副所長      山田
や ま だ

 明彦
あきひこ

 （内線２０４） 

工務課長     中谷
な か や

 文治
ぶ ん じ

  （内線４１１） 

記者発表資料 



 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

平成 27年 11月 18日（水）11時より 

国道 298号の通行帯が変わります。 

■位置図 

 
 

千葉県 

 通行帯変更（イメージ図） 
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